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ゆうちょＢｉｚダイレクトの伝送サービス廃止について（ゆうちょＢｉｚダイレクトは引き続き利用される場合）

■ ゆうちょＢｉｚダイレクト伝送サービス廃止届書の作成・提出方法

１ ①～⑥の項目について、ボールペン（文字が消えるものは使用不可）で

強くはっきりとご記入ください。

２ 「お届け印」欄に、当行にお届けいただいているご印鑑を押してください。

３ 記入のない箇所は、斜線を引いてください。

４ お客さま控えとして提出前に写しをとり、大切に保管してください。

５ お近くのゆうちょ銀行法人サービス部にご提出ください。

注：ゆうちょＢｉｚダイレクトの追加口座で伝送サービスをご利用中の
お客さまで、追加口座のご利用廃止も希望される場合は、お近くのゆうちょ銀行法人
サービス部にご連絡ください。

注：自動払込みや総合振込、給与振込以外の伝送サービスの廃止をご希望の場合は、
お近くのゆうちょ銀行法人サービス部にご連絡ください。

注：訂正した箇所には、代表口座のお届け印を押してください。

③お手続き内容

「全廃止」を

ご選択ください。

④代表口座情報

口座の住所・名義・記号

番号をご記入ください。

※振替口座に別名を設定

されている場合、名義は

別名をご記入ください。

※旧姓登録がある場合は

旧姓氏名をご記入ください。

※フリガナは法人略語

（(カなど）をご記入

ください。

※口座の住所・名義は、

ゆうちょＢｉｚダイレクト

で以下の操作をしてご確認

いただけます。

1. 契約法人IDでログイン

2. 契約一覧照会をクリック

①お届け日

提出日をご記入ください。

②契約法人ID

契約法人IDをご記入ください。

口座のお届け印を

押してください。

【記入例】

⑤適用日

廃止希望日（お届け日から

2週間以上先の日付）をご記入

ください。

※以下の日付は指定できません。

・日曜、祝日

・1月1日～1月3日

■ 注意事項

○ 伝送サービスのみ廃止する場合は、

「ゆうちょＢｉｚダイレクト廃止届書」のご提出は不要です。

〇 自動払込みや総合振込、給与振込をご利用の場合は、

あわせて以下の書類をご提出ください。
・自動払込み ・・・ 「自動払込取扱廃止届書」
・総合振込・給与振込 ・・・ 「総合振込・給与振込廃止届書」

〇 適用日（利用廃止希望日）が属する月まで、エキスパートプランの
月額料金が発生いたします。当該月の次月以降は、スタンダードプランの
月額料金が発生いたします。

○ 適用日（利用廃止希望日）の前営業日19時ごろから
ゆうちょＢｉｚダイレクトで伝送サービスがご利用いただけなくなります。

⑥伝送サービス契約情報

斜線を引いてください。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/contact/ctt_hojinservice.html
https://www.jp-bank.japanpost.jp/hojin/smart/bizdirect/pdf/hj_smt_bd_index_direct-haishi.pdf
https://www.jp-bank.japanpost.jp/hojin/smart/bizdirect/pdf/hj_smt_bd_index_jibarai-haishi.pdf
https://www.jp-bank.japanpost.jp/hojin/smart/bizdirect/pdf/hj_smt_bd_index_furikomi-haishi.pdf

